
必要書類 入門

練馬区保育課入園相談係

この動画では、保育園等の申請に必要な書類について説明します。
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目次

１ 自身が提出すべき書類が何か、確認しましょう

２ ①教育・保育給付認定申請書兼保育園等利用申込書

３ ②保育を必要とする状況を証明するための書類

４ ③その他の必要書類

５ ④利用調整等に使用する税に関する書類

保育園等の申込みに必要な書類は①教育・保育給付認定申請書兼保育園等利
用申込書から④利用調整等に使用する税に関する書類まで、大まかに分けて
４種類あります。ひとつずつ見ていきましょう。
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１ 自身が提出すべき書類が何か、確認しましょう

まず、ご自身が提出すべき書類が何か、確認しましょう。
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「必要書類確認フォーム」を活用しましょう

練馬区 入園 オンライン 検索

↑必要書類確認フォーム

では、必要書類確認フォームの画面を見てみましょう。画面上の二次元コー
ドを読み込んでいただく以外に、「練馬区 入園 オンライン」などのワー
ドで検索いただくと、練馬区の保育園のオンライン申請のページが検索結果
に出てきます。
スクロールしていただくと、「必要書類の確認」というバナーがあるので、
クリックしてください。一番右と同じ画面が出たら、画面上の指示に従って
回答をお願いします。
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「必要書類確認フォーム」を活用しましょう

「以下の書類をご提出ください」と書かれたページに記載のある書類が、提
出すべき書類です。是非お気軽にご利用ください。
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２ ①教育・保育給付認定申請書兼保育園等
利用申込書

では、実際に提出すべき書類についてご案内します。まずは、①教育・保育
給付認定申請書兼保育園等利用申込書についてです。
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２ ①教育・保育給付認定申請書兼
保育園等利用申込書

下記①～⑤で一組です
①家庭状況・希望保育園等
②保護者の状況
③児童の状況（No.1・No.2）
④重要事項確認表（No.1・No.2）
⑤マイナンバー記入用紙

※令和７年１月２日以降、練馬区に転入した方については、保育料の無償化後も国庫負担額決定のために、 

マイナンバーによる情報照会を行います。
※ 「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」に基づき、保育園等の

入園を希望する場合は、マイナンバーの確認が必要となります。

申込書⑤『マイナンバー記入用紙』が未提出であっても、入園申請は有効です。
 利用調整においても不利になることはありません。
 ただし、入園後に課税(非課税)証明書の提出を追加で求める場合があります。

①教育・保育給付認定申請書兼保育園等利用申込書は、5種類の申請書から成
り立っています。①家庭状況・希望保育園等、②保護者の状況、③児童の状
況（No.1・No.2）、④重要事項確認表（No.1・No.2）、そして⑤マイナン
バー記入用紙です。⑤のマイナンバー記入用紙は、マイナポータルを利用し
た電子申請の「ぴったりサービス」からオンラインで提出できるようになり
ました。是非ご利用ください。なお、令和７年１月２日以降練馬区に転入し
た方については、保育料の無償化後も国庫負担額決定のために、 マイナン
バーによる情報照会を行います。「行政手続きにおける特定の個人を識別す
るための番号の利用等に関する法律」に基づき、保育園等の入園を希望する
場合は、マイナンバーの確認が必要となります。
申込書⑤『マイナンバー記入用紙』が未提出であっても、入園申請は有効で
す。また、利用調整においても不利になることはありません。ただし、入園
後に課税(非課税)証明書の提出を追加で求める場合があります。
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３ ②保育を必要とする状況を証明するための
書類

次に、②保育を必要とする状況を証明するための書類についてご案内します。
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３ ②保育を必要とする状況を証明するための  
書類

就労証明書や診断書は、事前準備を
（発行に時間がかかる場合があります）

就労証明書 母子健康手帳のコピー診断書 障害者手帳

など

保護者それぞれの状況に合わせた書類が必要です

②保育を必要とする状況を証明するための書類は、保護者それぞれの状況に
合わせて書類をご用意いただく必要があります。列記したうち、「就労証明
書」はお勤め先の人事の方に依頼して書いていただいたり、自営業の方なら
ご自身で作成していただいたりする必要があります。
また、診断書は、病院に依頼して書いていただく必要があります。発行に時
間がかかる場合がありますので、事前にご準備をお願いいたします。
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４ ③その他の必要書類

続いて、③その他の必要書類についてご案内します。
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４ ③その他の必要書類

ひとり親であることの
申立書

在園（受託）
証明書

心身状況表、
主治医等見解書

など

世帯によって、提出が必要な世帯と不要な世帯があります

詳しくは「令和８年度
保育利用のご案内」を

ご覧ください

↑ 練馬区内の認可保
育園・地域型保育事業
の在園児は不要です

③その他の書類については、世帯によって、提出が必要な世帯と不要な世帯
があります。
例えばすでに通っている園がある場合は「在園証明書」、ひとり親の場合は
「ひとり親であることの申立書」、障害児枠での申込みの場合は「心身状況
表」「主治医等見解書」など、状況に合わせてご確認ください。
詳しくは、「令和８年度 保育利用のご案内」をご覧ください。
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５ ④利用調整等に使用する税に関する書類

最後に、④利用調整等に使用する税に関する書類についてご案内します。
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５ ④利用調整等に使用する税に関する書類

令和６年1月１日以前から練馬区に住民登録があり、保護者全員に練馬区で
住民税が賦課・決定されている場合、税に関する書類は提出不要です

入所年月 住所地 必要書類

令和8年8月入園まで 令和6年1月1日時点で練馬区に
住民登録がない方

令和6年度住民税納税通知書または課税
（非課税）証明書のコピー

国内に住民登録がない方 令和5年1月～12月分の収入および控除
額が確認できる書類のコピー ※

令和８年9月入園から 令和７年1月1日時点で練馬区に
住民登録がない方

令和７年度住民税納税通知書または課税
（非課税）証明書のコピー

国内に住民登録がない方 令和６年1月～12月分の収入および控除
額が確認できる書類のコピー ※

※ ご提出いただいた書類を基に、練馬区に在住していた場合に課税されていたであろう住民税額を算出
いたします。外国語で記載されている場合は、日本語に訳してご提出ください。

④利用調整等に使用する税に関する書類は、練馬区にいつから住民登録して
いるかによって、提出すべき書類が変わります。令和6年1月1日以前から練馬
区に住民登録があり、保護者全員に練馬区で住民税が賦課・決定されている
場合、税に関する書類は提出不要です。住民税が未申告の場合は、申告をお
願いいたします。

入所年月が令和8年8月入園までで、令和6年1月1日時点で練馬区に住民登録が
ない方は、令和6年度住民税納税通知書または課税（非課税）証明書のコピー
を提出してください。国内に住民登録がない方は、令和5年1月～12月分の収
入および控除額が確認できる書類のコピーを提出してください。外国語で記
載されている場合は、日本語に訳してご提出ください。

入所年月が令和8年9月入園以降で、令和7年1月1日時点で練馬区に住民登録が
ない方は、令和７年度住民税納税通知書または課税（非課税）証明書のコ
ピーを提出してください。国内に住民登録がない方は、令和6年1月～12月分
の収入および控除額が確認できる書類のコピーを提出してください。外国語
で記載されている場合は、日本語に訳してご提出ください。

詳細は、「令和８年度 保育利用のご案内」の該当ページで確認してくださ
い。
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５ ④利用調整等に使用する税に関する書類

課税（非課税）証明書は、全部事項証明をご提出くだ
さい。納税証明書ではありません

市区町村税 所得割額、年度、自治体名、氏名が記載
されたものを提出ください

住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除、配当
控除がある場合、控除額が記載された書類の提出が
必要です

自営業の方も、確定申告書第一表・第二表の提出に
加え、課税（非課税）証明書の提出が必要です

注意事項も併せてご案内します。
課税（非課税）証明書は、全部事項証明をご提出ください。納税証明書では
ありませんので、ご注意ください。
市区町村税 所得割額、年度、自治体名、そして氏名が記載されたものを提出
ください。
住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除、配当控除がある場合、控除額
が記載された書類の提出が必要です。
自営業の方も、確定申告書第一表・第二表の提出に加え、課税（非課税）証
明書の提出が必要です。

以上で、保育園等の申請に必要な書類についての説明を終わります。

14


	スライド 1: 必要書類 入門
	スライド 2: 目次
	スライド 3: 　１　自身が提出すべき書類が何か、確認しましょう 
	スライド 4: 「必要書類確認フォーム」を活用しましょう
	スライド 5: 「必要書類確認フォーム」を活用しましょう
	スライド 6: 　２　①教育・保育給付認定申請書兼保育園等利用申込書
	スライド 7: ２　①教育・保育給付認定申請書兼 　　保育園等利用申込書
	スライド 8: 　３　②保育を必要とする状況を証明するための書類 
	スライド 9: ３　②保育を必要とする状況を証明するための      書類
	スライド 10: 　４　③その他の必要書類 
	スライド 11: ４　③その他の必要書類
	スライド 12: 　５　④利用調整等に使用する税に関する書類
	スライド 13: ５　④利用調整等に使用する税に関する書類
	スライド 14: ５　④利用調整等に使用する税に関する書類

